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➢今シーズンは、南丹管内に例年よりも多くの渡り鳥が飛来しており、５月頃

までは滞在することが予想されます。

➢今シーズンは、３月に入っても福岡県、新潟県、岩手県、青森県、北海道と

広範囲で発生が確認されています。

➢昨シーズンは、５月まで発生が継続しました。

引き続き警戒が必要です！

京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能）

死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。

◆今シーズンの発生状況や例年より多くの渡り鳥が飛来している状況を

踏まえ、一斉消毒を実施します。

・消毒方法：消石灰の農場内（畜舎周囲及び農場外縁部）散布

・実施期間： 令和５年４月１日～４月３０日

・そ の 他：消石灰は４月１日以降、農場へ順次お届けます。

手持ち分の消石灰も用いて速やかに散布して下さい。

発生防止のための一斉消毒を実施します。

～油断せずに予防対策の徹底をお願いします～

野鳥生息状況調査（南丹管内ため池等 ６～７か所）
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